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町
で
は
、
災
害
時
要
援
護
者
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、「
災
害
時
要
援
護
者
登
録
申
請
」の
受
付

を
始
め
ま
す
。 

　
こ
の
申
請
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
、
普
段
の
生

活
の
中
で
周
り
か
ら
の
支
援
を
必
要
と
す
る
方
が
、
災
害
時
な
ど
に
地

域
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
個
人
の

情
報
を
町
に
登
録
す
る
も
の
で
す
。 

 

災
害
時
要
援
護
者
と
は 

　
災
害
時
要
援
護
者
と
は
、
地
震
等

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
自
力
で
の

移
動
や
情
報
の
収
受
が
難
し
く
避
難

す
る
た
め
に
何
ら
か
の
手
助
け
が
必

要
と
な
る
方
で
、
次
の
基
準
に
該
当

す
る
方
と
し
ま
す
。 

 

登
録
対
象
者
　 

①
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者（
75
歳
以

上
） 

②
寝
た
き
り
高
齢
者（
65
歳
以
上
） 

③
高
齢
者
の
み
の
世
帯（
75
歳
以
上
） 

④
身
体
障
害（
児
）者（
身
体
障
害
者

手
帳
３
級
以
上
） 

⑤
知
的
障
害（
児
）者（
療
育
手
帳
Ａ

判
定（
Ａ
１
、
Ａ
２
）） 

⑥
精
神
障
害
者 

⑦
難
病
患
者 

⑧
人
工
透
析
患
者
　 

⑨
そ
の
他
支
援
が
必
要
な
方
　 

※
登
録
対
象
者
に
該
当
し
な
い
高
齢

者
や
障
害
者
等
の
方
で
も
、
家
族

な
ど
の
支
援
が
困
難
な
た
め
非
常

時
に
周
り
の
人
の
助
け
を
希
望
す

る
人
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

登
録
申
請
の
方
法
に
つ
い
て 

　
登
録
を
希
望
す
る
方
は
、
支
援
を

受
け
る
た
め
に
必
要
な
個
人
情
報
を

関
係
支
援
団
体（
消
防
署
・
消
防
団
・

自
主
防
災
組
織
・
自
治
会
・
町
内
会
・

民
生
児
童
委
員
）や
地
域
支
援
者（
近

隣
住
民
）等
に
提
供
す
る
こ
と
に
同

意
す
る
方
と
し
ま
す
。
登
録
を
す
る

場
合
は
、
災
害
時
要
援
護
者
登
録
名

簿
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
こ
の
申
請
書
を
含
め
た
災
害
時
要

援
護
者
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
町
役

場
福
祉
課
・
子
育
て
介
護
課
・
防
災

対
策
担
当
、
国
府
支
所
、
障
害
福
祉

セ
ン
タ
ー
で
配
布
を
し
ま
す
。
ま
た
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。 

　
な
お
、
町
が
把
握
し
て
い
る
ひ
と

り
暮
ら
し
高
齢
者
、
寝
た
き
り
高
齢

者
、
身
体
障
害（
児
）者
、
知
的
障
害

（
児
）者
に
該
当
す
る
方
に
は
、
災
害

時
要
援
護
者
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
送

付
し
ま
す
。 

 

登
録
名
簿
台
帳
を
整
備
し
ま
す 

　
町
で
は
、
申
請
書
を
提
出
さ
れ
た

方
々
の
情
報
を
集
約
し
た「
災
害
時

要
援
護
者
登
録
台
帳
」を
作
成
し
、

関
係
支
援
団
体
や
地
域
支
援
者
等
に

情
報
提
供
し
ま
す
。
こ
の
台
帳
は
、

万
一
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
役
立

て
て
ま
い
り
ま
す
。 

　
な
お
、
情
報
提
供
す
る
内
容
は
、

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
自
治
会

名
、
緊
急
時
の
連
絡
先
等
と
な
り
ま

す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ（
提
出
先
） 

・
防
災
対
策
担
当
　
☎
内
線
２
６
９ 

・
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

　
☎
（
73
）４
５
３
０ 

・
子
育
て
介
護
課
　
☎
内
線
３
１
６ 

　
町
で
は
地
震
、
風
水
害

等
で
多
数
の
被
災
者
が
発

生
し
た
場
合
に
救
護
所
を

大
磯
小
学
校
と
国
府
小
学

校
の
二
箇
所
に
開
設
し
ま

す
。
医
師
会
、
歯
科
医
師

会
等
の
協
力
の
も
と
、
医

療
救
護
活
動
を
行
い
ま
す

が
、
救
護
所
の
ス
ム
ー
ズ

な
運
営
の
た
め
に
多
く
の

ス
タ
ッ
フ
が
必
要
と
な
り

ま
す
。 

　
資
格
を
お
持
ち
の
方
を

は
じ
め
、
多
く
の
方
の
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

　
応
募
さ
れ
た
方
に
つ
い

て
は
台
帳
に
登
録
し
、
個

人
情
報
と
し
て
厳
重
に
管

理
し
、
災
害
時
に
救
護
所

へ
の
参
集
を
お
願
い
す
る

も
の
で
す
。 

 

▼
募
集
対
象
者
　
町
内
に

居
住
す
る
次
の
方 

①
医
師
・
歯
科
医
師
・
薬

剤
師 

②
保
健
師
・
看
護
師
等
有

資
格
者 

③
資
格
は
な
い
が
、
救
護

活
動
に
協
力
い
た
だ
け

る
方 

 

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み 

　
子
育
て
介
護
課 

　
☎
内
線
３
０
９ 

災害時要援護者への支援体制 

対 象 者 登録なし 
登録あり 

・巡回支援チーム  
・社会福祉協議会  
・ホームヘルパー  
・ケアマネージャー  
・ボランティア等 

≪災害対策本部設置≫  
  
・大磯町 
　（町民福祉部・消防部）  
　　 

【関係支援団体】  
　・消防署、消防団　  
　・自主防災組織  
　・自治会、町内会  
　・民生児童委員 

台帳開示 

大磯町 

ふだんの見守り 
災害時の支援 

【地域支援者】  
  
　・近隣住民 

台帳登録者（災害時要援護者） 

（安否確認・救助・避難誘導） 

指導・支援 協働 連携 

要請 

ケ
ア
等 

依頼 

（機能が回復後） 

協力 

台帳 

災害時医療救護活動ボランティアを募集 災害時医療救護活動ボランティアを募集 


